
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

成年後見制度の利用や手続き方法、申立書の内容など、 

映像や実際の申立書を使って、わかりやすくご説明します！ 

成年後見制度 とは？                        

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、 

本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選び、本人を法律的に支援する制度です。 

 

こんな時に成年後見制度が必要です                  

◎判断力が衰えても住み慣れた自宅で安心して生活したい 

◎親が高齢になって、障害のある子どもの面倒がみられなくなったらどうしよう…… 

◎認知症の親名義の口座から預金が引き出せなくなってしまった 

 

    社会福祉法人 中野区社会福祉協議会 

  中野区成年後見支援センター 
  電話:５３８０-０１３４   ＦＡＸ:５３８０-０５９１ 
住  所：中野区中野 5-68-7 スマイルなかの４階 

業務時間：月～土曜日 9:00～17:00 

(日曜､祝日､第３月曜日は休み) 
 メール shien@nakanoshakyo.com 

 ホームページ http://www.nakanoshakyo.com 

午後 2:00～4:00 

会場 スマイルなかの４階 多目的室 
     （中野区中野５－６８－７） 

２０１９年 
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講座参加者の方には、 

をプレゼントしています！ 

お申し込みは電話または FAX で！！ 

(定員 ４０名・先着順) 

申し込み期間：９月６日(金)～１０月７日

(月) 

mailto:shien@nakanoshakyo.com

